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Agenda
１．ISO 9001:2015の狙い

２．6.1項︓リスク及び機会への取組み計画の策定

３．5章︓リーダーシップ

４．9.3項︓マネジメントレビュー

５．10.3項︓継続的改善

６．9.2項︓内部監査
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1. ISO9001:2015の狙い
何のためにISO9001を導⼊して取組むのか︖
1.1 適用範囲 より、
a) 組織が、要求事項を満たした製品及びサービスを一貫して

提供する能⼒をもつことを実証するため。
要求事項︓顧客要求事項、及び法令・規制要求事項

b) 組織が、顧客満足の向上を目指す場合。
但し、単に顧客満足向上をめざすのではなく、以下の内容
を通して満たさなければならない。
• 品質マネジメントシステムの改善のプロセスを含むシス

テムの効果的運用
• 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項へ

の適合の保証
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1. ISO9001:2015の狙い

ISO9001:2015を実施することによる便益
0.1 一般 より、
a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満

たした製品及びサービスを一貫して提供できる。
b) 顧客満足を向上させる機会を増やす。
c) 組織の状況及び目標に関連したリスク及び機会に取組む。
d) 規定された品質マネジメントシステム要求事項への適合を

実証できる。
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1. ISO9001:2015の狙い

リーダーシップ
• 品質マネジメントシステムを運用するに当たり、

トップの責任(リーダーシップ及びコミットメント)の
要求事項がより明確になった。

品質マネジメントシステムの事業プロセスへの統合
5.1.1 リーダーシップ及びコミットメント より、
c) 組織の事業プロセスへの品質マネジメントシステム要求

事項の統合を確実にする。
組織の事業プロセスと、品質マネジメントシステムを
別々に運用するのではなく、一体となった運用が
求められている。
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１. ISO9001:2015の狙い

以下、ISO9001:2015の狙いの重要な要求事項である
• リスク及び機会への取組み
• リーダーシップ

の課題及び対応について解説する。

上記に加えて、
• マネジメントレビュー
• 継続的改善
• 内部監査

の課題及び対応について解説する。
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4.4 QMS

１. ISO9001:2015の狙い
4.

1 
外

部
及

び
内

部
の

課
題

4.
2

利
害

関
係

者
の

要
求

事
項

6.1 
リスク・機会

5.2 品質方針

8 製品・サービスの提供プロセス

7 資源

9.2
内部監査

9.1
監視、測定、
分析評価

9.3 
マネジメントレビュー

10.2 修正・是正
e)
リスク・機会の更新

10.3 
継続的改善

6.2
品質目標
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2015年版移⾏時、各箇条毎の指摘件数
箇条 内容
9.2 内部監査
6.1 リスク及び機会への

取組み
7.2 ⼒量
10.2 不適合及び是正処置
9.3 マネジメントレビュー

２. 6.1項︓リスク及び機会への取組み

9©2018 JARI-RB

２. 6.1項︓リスク及び機会への取組み
6.1 リスク及び機会への取組み
品質マネジメントシステムの計画を策定するとき、組織は、
4.1(組織の状況)に規定する課題(外部及び内部の課題)、
4.2(利害関係者のニーズ及び期待)に規定する要求事項を
考慮し、次の事項のために取組む必要のあるリスク及び機会
を決定しなければならない。
a) 品質マネジメントシステムが、･･･
b) 望ましくない影響を･･･

＜課題＞
外部及び内部の課題、並びに利害関係者のニーズ及び
期待と、リスク及び機会との繋がりが明確でない。
(審査において、上記の内容が多く指摘されている。)
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２. 6.1項︓リスク及び機会への取組み
6.1.2
次の事項を計画しなければならない。
a) リスク及び機会への取組み
b) 次の取組み方法

1) 品質マネジメントシステムプロセスの統合
及び実施(4.4参照) → 必要なプロセスとの関連

2) 有効性の評価 → 9.3 マネジメントレビュー

＜課題＞
1. リスク及び機会への取組み計画がどのように7〜9章の

プロセスと関連しているのか明確でない。
2. リスク及び機会への取組みの有効性の評価が

明確でない。
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２. 6.1項︓リスク及び機会への取組み
6.1 リスク及び機会への取組み
品質マネジメントシステムの計画を策定するとき、組織は、
4.1(組織の状況)に規定する課題(外部及び内部の課題)、
4.2(利害関係者のニーズ及び期待)に規定する要求事項を
考慮し、次の事項のために取組む必要のあるリスク及び機会
を決定しなければならない。
a) 品質マネジメントシステムが、･･･
b) 望ましくない影響を･･･

＜課題＞
外部及び内部の課題、並びに利害関係者のニーズ及び
期待と、リスク及び機会との繋がりが明確でない。
(審査において、上記の内容が多く指摘されている。)
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２. 6.1項︓リスク及び機会への取組み
6.1.2
次の事項を計画しなければならない。
a) リスク及び機会への取組み
b) 次の取組み方法

1) 品質マネジメントシステムプロセスの統合
及び実施(4.4参照) → 必要なプロセスとの関連

2) 有効性の評価 → 9.3 マネジメントレビュー

＜課題＞
1. リスク及び機会への取組み計画がどのように7〜9章の

プロセスと関連しているのか明確でない。
2. リスク及び機会への取組みの有効性の評価が

明確でない。
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２. 6.1項︓ リスク及び機会への取組み

が明確になった事例を資料１に示す。

＜課題＞
外部及び内部の課題、並びに利害関係者のニーズ及び
期待と、リスク及び機会との繋がりが明確でない。

＜課題＞
1. リスク及び機会への取組み計画がどのように7〜9章の

プロセスと関連しているのか明確でない。

4.1、4.2 と 6.1 リスク及び機会との関連の、

及び
6.1.1 リスク及び機会への取組みの計画の策定の、

12©2018 JARI-RB

２. 6.1項︓ リスク及び機会への取組み

が明確になった事例を資料4に示す。

6.1.1 リスク及び機会への取組みの計画の策定の、

＜課題＞
2. リスク及び機会への取組みの有効性の評価が

明確でない。
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３. 5章︓リーダーシップ
５章の要求事項には下記のような、その意図するところを
理解するのがやや難しい表現がある。

5.1.1 (リーダーシップ及びコミットメンとの)一般
a) 品質マネジメントシステムの有効性に責任を負う。
b) 品質方針及び品質目標を確⽴し、それらが組織の状況

及び戦略的⽅向性と両⽴することを確実にする。
d) 組織の事業プロセスへの品質マネジメントシステムの

要求事項の統合を確実にする。
e) プロセスアプローチ及びリスクに基づく考え⽅の利⽤を

促進する。
j) その他の関連する管理層がその領域において、リーダー

シップを発揮するよう、管理層の役割を⽀援する。
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３. 5章︓リーダーシップ
５章の要求事項には下記のような、その意図するところを
理解するのがやや難しい表現がある。

上記の理解のやや困難な表現についての、解釈並びに具体
的な対応については資料２に示す。

なお、5.1.1項に関しては、審査ではトップインタビューで確認
しており、そのトップインタビュー内容を参考までに資料３に示す。

5.2.1 品質方針の確⽴
b) 品質目標達成のための枠組を与える。

及び戦略的⽅向性と両⽴することを確実にする。
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4. 9.3項 マネジメントレビュー
2015年版で追加になった要求事項を含めて、規格の要求する
インプット及びアウトプットが適切に提示されている。
しかし、下記の課題がある。
1. 9.3.1項に示されているマネジメントレビューの目的である

下記内容が示されていない。
• 品質マネジメントシステムが引き続き、適切、妥当、

かつ有効であることを確実にする。
• 品質マネジメントシステムが、組織の戦略的⽅向性と

一致していることを確実にする。
2. インプット情報が、単なる結果やデータであって、その結

果やデータを基にした、コメントや改善提案の記述がない。

上記課題に対応している事例を資料4に示す。
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5. 10.3項 継続的改善
10.3 継続的改善
組織は、品質マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有
効性を継続的に改善しなければならない。
組織は、継続的改善の一環として取組まなければならない
必要性又は機会があるかどうかを明確にするために、分析及
び評価の結果並びにマネジメントレビューからのアウトプットを
検討しなければならない。

簡潔な要求事項なので、具体的にどのように活動すればい
いのか判り難い。
しかし、以下に記すように重要な要求事項でありプロセスで
ある。
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品質マネジメントシステムを導⼊する目的である、下記内容と
深く関連している。

1.1 適用範囲
b) 組織が、品質マネジメントシステムの改善のプロセスを含

むシステムの効果的な運用・・・(中略)･･･を通して、顧
客満足の向上を目指す場合。

即ち、単に顧客満足の向上を目指すのではなく、品質マネジ
メントシステムの改善が必要であり、そのプロセスを含めたシス
テム(品質マネジメントシステム)の効果的な運用が必要であ
ることを述べている。

5. 10.3項 継続的改善

18©2018 JARI-RB

5. 10.3項 継続的改善
10.3項 継続的改善は、品質マネジメントシステムのPDCA 
サイクルの “A︓改善” のプロセスに相当する。
この継続的改善プロセスの次のプロセスは、6章︓計画プロセ
スである。
従って、継続的改善のアウトプット先は、6章︓計画である。

継続的改善のインプットは、規格の要求事項にあるとおり、
9.1.3項︓分析及び評価の結果、並びに、9.3.3項︓マネ
ジメントレビューからのアウトプットである。
マネジメントレビューからのアウトプットは、9.3.3 a)〜c)項に
加えて、9.3.2項のインプット情報についてのトップマネジメント
の指示事項も含まれる。
以上から、継続的改善のインプットは以下となる。
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5. 10.3項 継続的改善
＜継続的改善プロセスへのインプット＞
• 外部及び内部の課題
• 利害関係者のニーズ及び期待
• リスク及び機会への取組み結果
• 品質方針
• 品質目標
• 品質マネジメントシステムのパフォーマンスの監視、測定、

分析、評価結果
• 内部監査の結果
• マネジメントレビューからのアウトプット

＜継続的改善からのアウトプット＞
上記インプット内容に関するプロセス、システムの改善提案

20©2018 JARI-RB

６. 9.2項 内部監査
内部監査は、トップマネジメントに代わって内部監査責任者が、
組織の品質マネジメントシステムの状況を確認するものである。
内部監査の目的は、9.2.1項から下記内容である。

品質マネジメントシステムが、次の状況にあるか否かに
関する情報を提供するため。
• 要求事項(規格の要求事項、組織が規定した要求

事項)に適合している。
• 有効に実施され、維持されている。

＜課題＞
・品質マネジメントシステムの、要求事項への適合、有効な
実施及び維持についての情報提供が明確でない。

上記課題に対応している事例を資料5に示す。
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６. 9.2項 内部監査
9.2.2 組織は、次に示す事項を⾏わなければならない。
a) 頻度、方法、責任、計画要求事項及び報告を含む、監

査プログラムの計画、確⽴、実施及び維持。

＜課題＞
内部監査プログラムを、内部監査実施計画と捉えている。
(内部監査実施計画は上記PDCAの“D︓実⾏”のステップ
に過ぎない)
上記課題に対応している事例を資料6に示す。
＜課題＞
上記PDCAの”C︓振返り”のステップで、内部監査そのもの
の振返り・反省が実施されていない。
上記課題に対応している事例を資料5に示す。

22

ご清聴ありがとうございました

⽇本⾃動⾞研究所
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＜資料１＞　 リスク及び機会

計画
法令順守

－

＜行政、顧客、地域
　　　　　　　　　　　　住民＞
法規制要求事項の順守

・法規制違反発生による顧客
の信頼性低下
・顧客からの受注減
・行政からの指導受け

・順守義務履行による
　顧客の信頼性確保
・顧客からの安定的な受注
・行政及び地域住民の信頼
性確保

・「法的確認記録」で該当法
令に関して漏れなく届出、定
期報告等の順守状況を確認
する。
・地域とは定期的な会合を実
施

「部署別実施計画書」に、法令・規制
要求事項の順守状況確認、地域から
の苦情、行政の指導の有無確認の内
容を反映する。

競合他社の技術開発動向

－ －

・他社の品質・コストに凌駕さ
れることによる顧客満足度低
下
・顧客からの受注減
・採算性の悪化

・特色ある製品の開発、
　高付加価値製品開発に
　よる顧客からの受注拡大
・品質向上，コストダウンに
　よる顧客満足度向上
・新たな顧客の拡大
・効率的な生産体制の確立

・技術開発メニューの決定
・技術開発目標設定
・開発メニューの対応、必要な
資源の確保
・目標未達時対応挽回アイテ
ムの準備

「部署別実施計画書」に、製品・設
備・工法・材料に関する技術開発の計
画を反映する。

－

人材育成

－

・品質不良による顧客満足度
低下
・品質不良による生産性低下
・採算性の悪化

・品質向上による顧客の信頼
性確保
・生産性向上によるコストダウ
ン、収益向上
・経営資源(人、物、金等)
　の有効活用と人材育成

・人材育成を図るための、業
務・力量の把握
・教育・訓練計画の充実

対象部署の「部署別実施計画書」に、
人材育成の方策を策定する。

－

顧客情報の収集

－

・顧客満足度低下 ・品質向上、納期遵守、コス
ト削減による顧客満足度向
上

・情報の収集向上を必要とす
る対象製品・部署・要因・場
面のリストアップ
・顧客情報収集の向上のため
の4M対応メニューの立案
・顧客情報収集の向上のため
の資源(人、材料、設備、方
法、時間、場所等)の確保

「部署別実施計画書」に、顧客情報の
収集向上の方策を策定する。

－

技術・技能の伝承

－

・技術・技能不足による，品
質不良増加，生産性低下
・品質不良による顧客満足度
低下
・顧客からの受注減
・採算性の悪化

・生産性、品質向上、コスト
削減による顧客満足度向上
・顧客からの安定した受注、
又は受注拡大
・新たな顧客の開拓

・技術・技能の伝承を必要と
する技術・技能の対象項目
抽出
・技能・技術伝承のための資
源(人、材料、設備、方法、
時間、場所等)の確保

「部署別実施計画書」に、技術・技能
伝承の計画を反映する。

－ －

＜顧客＞
製品品質、コスト、納期の改
善

・顧客満足度低下
・顧客からの受注減

・品質、納期，コスト改善によ
る顧客満足度向上
・顧客からの安定的な受注，
又は受注拡大
・新たな顧客の開拓

・品質、納期、コスト改善の計
画/実績
・品質、納期、コスト改善の目
標/実績を必要とする製品のリ
ストアップ
・品質、納期、コスト改善方
策の計画/実績
・品質・納期・コスト改善のた
めの4M対応メニューの立案
・品質・納期・コスト改善の方
策の計画/実績
・品質・納期・コスト改善の目
標/実績のための資源(人、材
料、設備、方法、時間、場所
等)の確保

「部署別実施計画書」に、品質・コス
ト・納期向上の方策を策定する。

－ －

＜従業員＞
良好な労働環境

・労働環境起因の品質不良
による、顧客満足度低下
・顧客からの受注減
・品質不良による生産性低下
・採算性の悪化

・品質向上による顧客満足度
向上
・顧客からの安定的な受注、
又は受注拡大
・品質向上による生産性向上

・改善を要する労働環境項目
抽出（心理的環境含む）
・対象部署、場所、要員の抽
出
・労働環境改善方策立案
・労働環境改善のための資源
(人、材料、設備、方法、時
間、場所等)の確保

「部署別実施計画書」に、労働環境の
改善の方策を策定する。

取り組み内容外部の課題 内部の課題
利害関係者の
ニーズ及び
期待

リスク 機会
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への取組み　まとめ表

支援 運用 監視、測定、分析、評価
・法令順守に関する知識・力量を備え
た順守評価要員の整備
・環境管理委員会等の開催（順守状
況確認)
・記録の維持：
　法・規制順守状況確認記録
　環境管理委員会議事録
　クレーム記録
　行政指導記録

・新規製品設計・開発や新ライン設置
等のプロジェクト毎に法令要求事項が
織込まれていることを確認する。
・必要に応じて、購入品が法令要求事
項を満たしていることを確認する。

担当部署での会議、環境管理委員
会、及びマネジメントレビューで、下記
内容の監視、測定、分析、評価、並
びに改善を図る。
・法令・規制要求事項の順守状況
・地域からのクレームの有無、及びク
レーム発生時の対応内容及び仕組
みの改善内容
・行政の指導の有無、及び行政の指
導への対応結果

場合によっては、内部監査で法令順
守状況を確認する。

「法令順守確認年
間計画書書」に沿っ
て実施。

総務課 ・届け出・報告件数
・届け出・報告順守
率
・新規・改正法令対
応件数
・新規・改正法令対
応率

・対象技術に関する知識・力量を持っ
た要員を含む4M、期間、場所、情
報、教育等の資源の提供
・技術開発会議開催
・記録の維持：
　技術開発会議議事録

毎月担当部署で「実施計画書」の下記
内容を確認する。
・製品・設備・工法・材料に関する技術
開発の計画/実績
・その効果(品質、納期、コスト)

担当部署での会議、品質会議、及び
マネジメントレビューで、下記内容の監
視、測定、分析、評価、並びに改善
を図る。
・製品・設備・工法・材料に関する技
術開発の計画/実績
・その効果(特に品質向上効果)

「技術開発計画
表」に記された計画
日程に沿って実施。

生産技術
課

・開発件数
・開発件数達成率
・開発効果目
　(品質、生産性
等)
・開発効果目標達
成率

・人材育成のための知識・力量を持っ
た要員を含む4M、期間、場所、情
報、教育等の資源の提供
・関係会議の開催
・会議議事録等記録の維持

対象部署で「実施計画書」の下記内容
を確認する。
・人材育成の計画/実績
・製造部署及び品質管理部署等で人
材育成不足に起因する品質不良の状
況

担当部署での会議、関係会議、経
営会議、及びマネジメントレビューで、
下記内容の監視、測定、分析、評
価、並びに改善を図る。
・人材確保の計画/実績
・人材不足に起因する品質不良の状
況

場合によっては、内部監査で人材育
成状況を確認する。

「実施計画書」の計
画日程に沿って実
施。

各課 ・人材育成数
・人材育成達成率
・力量目標達成率

・顧客情報収集に関する、4M、期間、
場所、情報、教育等の資源の提供
・品質会議の開催
・記録の維持：
　品質会議議事録、
　顧客情報(要望事項，クレーム等)

毎月担当部署で「実施計画書」の下記
内容を確認する。
・顧客情報の収集向上の方策の計画/
実績
・その効果の目標/実績

担当部署での会議、品質会議、経
営会議及びマネジメントレビューで、下
記内容の監視、測定、分析、評価、
並びに改善を図る。
・顧客情報の収集向上の方策の計
画/実績
・その効果の目標/実績

「実施計画書」の計
画日程に沿って実
施。

営業課 ・顧客満足度
(品質、コスト、納期
別）

・技術・技能伝承に関する、4M、期
間、場所、情報、教育等の資源の提
供
・技術・技能の関する会議の開催
・記録の維持：
　会議議事録、クレーム発生データ
　是正処置報告書

毎月担当部署の「実施計画書」で下記
内容を確認する。
・技術・技能伝承の計画/実績
・その効果(特に品質、生産性)

担当部署の会議、関係会議、経営
会議、マネジメントレビューで、下記内
容の監視、測定、分析、評価、並び
に改善を図る。
・技術・技能伝承の計画/実績及びそ
の効果(特に品質、生産性)を計画/
実績

・場合によっては、内部監査で法令順
守状況を確認する。

「実施計画書」の計
画日程に沿って実
施。

生産技術
課
製造課
品質保証
課　等

・技術・技能伝承件
数
・技術・技能伝承率

・製品品質，コスト，納期改善に関す
る、4M、期間、場所、情報、教育等の
資源の提供
・営業会議の開催
・品質会議の開催
・原価低減会議の開催
・生産会議の開催
・記録の維持：
　上記の会議議事録
　顧客満足度状況
　顧客の受け取り品質
　コスト低減状況
　納期順守及び短縮状況

毎月担当部署で「実施計画書」の下記
内容を確認する。
・品質・価格・納期改善の方策の計画/
実績
・品質・価格・納期の改善目標/実績
・新規製品設計・開発や新ライン設置
等のプロジェクト毎に、品質・納期・コス
ト改善方策が織込まれていることを確認
する。

担当部署での会議、営業会議、品
質会議、原価低減会議、生産会
議、経営会議及びマネジメントレ
ビューで、下記内容の監視、測定、分
析、評価、並びに改善を図る。
・顧客満足度状況
・品質・納期・コスト改善の方策の計
画/実績
・品質・納期・コストの改善目標/実績

「実施計画書」の計
画日程に沿って実
施。

営業課
品質保証
課
生産技術
課
生産課
製造課

・流出不良件数、
率
・工程内不良件
数、率
・納期順守率
・納期短縮時間
・コスト削減額
・コスト削減目標達
成率

・労働環境改善に関する、4M、期間、
場所、情報、教育等の資源の提供
・安全衛生会議の開催
・品質会議の開催
・記録の維持
　労働環境改善状況
　品質改善状況

毎月担当部署で「実施計画書」の下記
内容を確認する。
・労働環境改善方策の計画/実績
・労働環境の目標/実績

担当部署の会議、安全衛生会議、
品質会議、経営会議、マネジメントレ
ビューで、上記内容の監視、測定、分
析、評価、並びに改善を図る。
・労働環境改善方策の計画/実績
・労働環境の目標/実績
・環境改善に伴う品質向上状況

「実施計画書」の計
画日程に沿って実
施。

総務課 ・労働環境改善件
数
・労働環境改善率

コメント
                  関連するプロセスへの展開

日程 担当
部署

評価
指標

実績
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”、

コミ
ット

メ
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マ
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ト
シ
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ム
に
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係

者
を

牽
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責
任

あ
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約
束
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果

た
して

い
る
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a)
〜

j)
項

に
よ

って
実

証
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

「･
･･

負
う」

とな
って

い
る

a)
項

は
、ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
が

⾃
ら

⾏
う必

要
が

あ
る

。説
明

責
任

は
委

譲
で

き
な

い
。 

「･
･･

を
確

実
に

す
る

」と
は

、“
ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
が

部
下

(役
員

、部
課

⻑
)を

使
って

実
現

さ
せ

る
”と

い
う意

味
が

あ
る

。従
って

、b
)、

c)
、e

)、
g)

項
は

ト
ップ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
部

下
を

使
って

実
現

さ
せ

て
も

よ
い

。 
そ

の
他

の
「･

･･
促

進
す

る
」等

は
、本

来
ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
⾃

ら
が

実
施

す
る

こと
で

あ
る

が
、部

下
に

権
限

委
譲

して
も

よ
い

。 
 a)

「品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
有

効
性

」と
は

、意
図

した
結

果
(品

質
目

標
達

成
、顧

客
満

⾜
度

向
上

等
)を

実
現

す
る

為
の

計
画

に
対

して
どの

程
度

達
成

した
か

の
程

度
を

⽰
す

。 
本

内
容

に
つ

い
て

、ト
ップ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

⾃
ら

が
説

明
す

る
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b)
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つ
の

内
容

を
実

現
さ

せ
る
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⽅
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⽴
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⽅
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⽴
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品

質
マ

ネ
ジ
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シ
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ム
に
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る
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質
⽅

針
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、5
.2

項
で

説
明

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
品

質
目

標
は

、6
.2

項
で

説
明

す
る

。 
但

し
6.

2
項

で
は

「必
要

な
関

連
す

る
機

能
、階

層
及

び
プ

ロ
セ

ス
で

品
質

目
標

を
確

⽴
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。」

と
記

述
さ

れ
て

い
る

の
で

、部
門

又
は

プ
ロ

セ
ス

毎
の

品
質

目
標

を
確

⽴
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
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「品
質

⽅
針

及
び

品
質

目
標

が
組

織
の

状
況

及
び

戦
略

的
な

⽅
向

性
と両

⽴
す

る
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」と
は

、品
質

⽅
針

及
び

品
質

目
標

が
、組

織
の

状
況

(外
部

及
び

内
部

の
課

題
)・

組
織

の
戦

略
的

な
⽅

向
性

とは
別

に
定

め
ら

れ
て

い
る

の
で

＜
資

料
２

＞
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は
な

く整
合

して
い

る
こと

を
意

味
す

る
。 

この
こと

は
、6

章
の

冒
頭

で
記

さ
れ

て
い

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

計
画

」が
組

織
の

戦
略

的
な

⽅
向

性
と

整
合

(又
は

一
致

)し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こと

を
意

味
す

る
。(

本
件

に
つ

い
て

は
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1
項

で
記

す
) 

c)
当

然
の

こと
な

が
ら

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

が
事

業
と乖

離
した

も
の

で
は

な
ら

な
い

こと
を

要
求

して
い

る
。 

即
ち

、認
証

を
取

得
す

る
た

め
だ

け
に

事
業

と乖
離

した
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
は

構
築

しな
い

こと
を

意
味

して
い

る
。 

具
体

的
に

述
べ

る
と、

事
業

計
画

の
中

に
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
が

包
含

さ
れ

て
い

る
こと

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。 
d)

「プ
ロ

セ
ス

」と
は

“仕
事

そ
の

も
の

”、
“仕

事
の

や
り⽅

”を
意

味
す

る
。 

「ア
プ

ロ
ー

チ
」と

は
“取

組
み

⽅
”、

“⽅
法

”を
意

味
す

る
。 

従
って

「プ
ロ

セ
ス

ア
プ

ロ
ー

チ
」と

は
、仕

事
の

や
り⽅

で
取

組
む

とい
うこ

とを
意

味
す

る
。 

分
か

り易
く⾔

うと
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い
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事
の

や
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整

え
て
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備
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い
成

果
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い
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プ
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セ
ス

ア
プ
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ー

チ
の

考
え

⽅
とは

、具
体

的
に

述
べ

る
と、

不
良

発
⽣

、内
部

監
査

指
摘

事
項

等
に

対
して

、
4M

(⼈
、材

料
、設

備
、⼯

法
)の

せ
い

に
す
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の

で
は

な
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プ
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セ
ス
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の
や

り⽅
)の

⽋
け

て
い

る
点

の
⾒

直
し・

改
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組
む

こと
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意
味

す
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。 
な

お
、該

当
す

る
プ

ロ
セ

ス
の

改
善

は
関

連
す

る
プ

ロ
セ

ス
に

も
影

響
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及
ぶ

の
で

、複
数

の
プ

ロ
セ

ス
の

集
合

体
で

あ
る

シ
ス

テ
ム

(仕
組

み
、決

め
ご

と)
の

変
更

に
繋

が
る

。 
即

ち
、シ

ス
テ

ム
の

⾒
直

しと
な

る
。 

「リ
ス

ク
に

基
づ

く考
え

⽅
」と

は
、変

化
点

(新
製

品
・新

⼯
法

・新
設

備
・新

技
術

・新
材

料
導

⼊
等

)や
、シ

ス
テ

ム
・

プ
ロ

セ
ス

改
善

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
良

くな
い

状
況

を
明

確
化

して
、そ

の
良

くな
い

状
況

に
取

組
む

考
え

⽅
を

意
味

す
る

。 
な

お
、こ

の
「リ

ス
ク

に
基

づ
く考

え
⽅

」に
は

、機
会

も
含

ま
れ

る
の

で
、上

記
の

変
化

点
、改

善
に

お
い

て
、よ

り良
くな

る
と期

待
さ

れ
る

こと
を

明
確

化
して

、よ
り良

くな
る

こと
の

実
現

に
取

組
む

こと
も

含
ま

れ
る

。 
よ

って
、ト

ップ
は

品
質

会
議

や
経

営
会

議
、マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュー

等
色

々
な

内
部

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

等
の

場
面

で
下

記
の

内
容

を
促

進
して

い
る

こと
が

説
明

で
き

れ
ば

良
い

。 
・不

良
対

応
・改

善
に

お
い

て
、プ

ロ
セ

ス
(仕

事
の

や
り⽅

)、
シ

ス
テ

ム
(仕

組
み

、決
め

ご
と)

で
対

応
す

る
こと

。 
・変

化
点

、改
善

に
お

い
て

、リ
ス

ク
及

び
機

会
を

特
定

して
そ

れ
に

取
組

む
こと

。 
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IS
O

90
01

:2
01

5 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
-要

求
事

項
 

要
求

事
項

へ
の

対
応

等
コメ

ン
ト 

e)
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
で

どの
よ

うな
資

源
(要

員
、材

料
、設

備
、⼯

法
、資

⾦
、情

報
、知

識
等

)を
提

供
し

て
い

る
の

か
の

説
明

が
必

要
。 

な
お

、資
源

の
種

類
に

つ
い

て
は

7.
1

項
で

述
べ

る
。 

f)
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」と

は
、“

品
質

に
関

して
組

織
を

指
揮

し、
管

理
す

る
活

動
”で

あ
る

。 
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
」と

は
、“

品
質

⽅
針

及
び

品
質

目
標

の
確

⽴
の

た
め

の
、並

び
に

品
質

目
標

達
成

の
プ

ロ
セ

ス
の

確
⽴

の
た

め
の

仕
組

み
”で

あ
る

。 
上

記
の

「活
動

」及
び

「仕
組

み
」に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

重
要

性
を

、月
頭

朝
礼

等
色

々
な

場
面

で
伝

達
す

る
こと

で
あ

る
。 

具
体

的
に

は
、下

記
の

内
容

の
伝

達
とな

る
。 

・品
質

目
標

達
成

計
画

、及
び

そ
の

活
動

内
容

の
重

要
性

 
・品

質
マ

ニ
ュア

ル
・規

定
・要

領
書

等
に

記
さ

れ
て

い
る

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

の
重

要
性

 
g)

 「
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

意
図

した
結

果
」と

は
、箇

条
１

．
の

 
a)

要
求

事
項

を
満

た
した

製
品

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
一

貫
した

提
供

(の
能

⼒
証

明
) 

b)
顧

客
満

⾜
向

上
  

で
あ

り、
 

具
体

的
に

は
、品

質
目

標
達

成
、顧

客
満

⾜
度

向
上

等
で

あ
る

。 
h)

上
記

の
意

図
した

結
果

を
達

成
す

る
為

の
計

画
に

対
して

達
成

出
来

る
程

度
(有

効
性

)へ
の

寄
与

に
つ

い
て

、一
部

の
要

員
に

限
ら

ず
、第

一
線

の
作

業
者

、技
術

者
等

の
全

員
に

積
極

的
に

参
加

を
促

す
こと

で
あ

る
。 

ま
た

全
員

を
指

揮
し、

支
援

す
る

こと
で

あ
る

。 
な

お
、「

支
援

」と
は

7
章

で
記

述
さ

れ
て

い
る

下
記

内
容

の
提

供
を

意
味

す
る

。 
・資

源
 

・⼒
量

(教
育

) 
・認

識
(教

育
) 

・文
書

化
した

情
報

(文
書

等
) 

i)
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュー

、各
種

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

、節
目

を
有

効
に

機
能

さ
せ

、確
実

に
改

善
が

促
進

さ
れ

て
い

る
こと

を
⽰

す
こと

で
あ

る
。 
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IS
O

90
01

:2
01

5 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
-要

求
事

項
 

要
求

事
項

へ
の

対
応

等
コメ

ン
ト 

e)
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
で

どの
よ

うな
資

源
(要

員
、材

料
、設

備
、⼯

法
、資

⾦
、情

報
、知

識
等

)を
提

供
し

て
い

る
の

か
の

説
明

が
必

要
。 

な
お

、資
源

の
種

類
に

つ
い

て
は

7.
1

項
で

述
べ

る
。 

f)
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」と

は
、“

品
質

に
関

して
組

織
を

指
揮

し、
管

理
す

る
活

動
”で

あ
る

。 
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
」と

は
、“

品
質

⽅
針

及
び

品
質

目
標

の
確

⽴
の

た
め

の
、並

び
に

品
質

目
標

達
成

の
プ

ロ
セ

ス
の

確
⽴

の
た

め
の

仕
組

み
”で

あ
る

。 
上

記
の

「活
動

」及
び

「仕
組

み
」に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

重
要

性
を

、月
頭

朝
礼

等
色

々
な

場
面

で
伝

達
す

る
こと

で
あ

る
。 

具
体

的
に

は
、下

記
の

内
容

の
伝

達
とな

る
。 

・品
質

目
標

達
成

計
画

、及
び

そ
の

活
動

内
容

の
重

要
性

 
・品

質
マ

ニ
ュア

ル
・規

定
・要

領
書

等
に

記
さ

れ
て

い
る

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

の
重

要
性

 
g)

 「
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

意
図

した
結

果
」と

は
、箇

条
１

．
の

 
a)

要
求

事
項

を
満

た
した

製
品

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
一

貫
した

提
供

(の
能

⼒
証

明
) 

b)
顧

客
満

⾜
向

上
  

で
あ

り、
 

具
体

的
に

は
、品

質
目

標
達

成
、顧

客
満

⾜
度

向
上

等
で

あ
る

。 
h)

上
記

の
意

図
した

結
果

を
達

成
す

る
為

の
計

画
に

対
して

達
成

出
来

る
程

度
(有

効
性

)へ
の

寄
与

に
つ

い
て

、一
部

の
要

員
に

限
ら

ず
、第

一
線

の
作

業
者

、技
術

者
等

の
全

員
に

積
極

的
に

参
加

を
促

す
こと

で
あ

る
。 

ま
た

全
員

を
指

揮
し、

支
援

す
る

こと
で

あ
る

。 
な

お
、「

支
援

」と
は

7
章

で
記

述
さ

れ
て

い
る

下
記

内
容

の
提

供
を

意
味

す
る

。 
・資

源
 

・⼒
量

(教
育

) 
・認

識
(教

育
) 

・文
書

化
した

情
報

(文
書

等
) 

i)
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュー

、各
種

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

、節
目

を
有

効
に

機
能

さ
せ

、確
実

に
改

善
が

促
進

さ
れ

て
い

る
こと

を
⽰

す
こと

で
あ

る
。 

  
 

IS
O

90
01

:2
01

5 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
-要

求
事

項
 

要
求

事
項

へ
の

対
応

等
コメ

ン
ト 

j)
「そ

の
他

の
関

連
す

る
管

理
層

」は
、ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
以

外
の

管
理

層
、即

ち
部

課
⻑

層
、現

場
監

督
者

層
を

意
味

す
る

。 
「管

理
層

が
そ

の
責

任
の

領
域

に
お

い
て

リー
ダ

ー
シ

ップ
を

実
証

す
る

」と
は

、管
理

層
が

計
画

策
定

や
内

部
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
等

の
場

で
部

下
を

牽
引

して
い

る
こと

を
実

証
す

る
こと

を
意

味
す

る
。 

従
って

この
項

で
は

、ト
ップ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

だ
け

で
な

く管
理

層
の

リー
ダ

ー
シ

ップ
の

実
証

が
要

求
さ

れ
て

い
る

。 
具

体
的

に
は

、計
画

策
定

段
階

で
の

指
⽰

事
項

・助
⾔

の
記

録
(議

事
録

)及
び

計
画

の
承

認
、内

部
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
(定

例
会

議
、品

質
パ

ト
ロ

ー
ル

等
)で

の
進

捗
確

認
・指

⽰
事

項
・助

⾔
の

記
録

(議
事

録
)等

を
⽰

す
こと

に
な

る
。 

「リ
ー

ダ
ー

シ
ップ

を
実

証
す

る
よ

う、
管

理
層

の
役

割
を

支
援

す
る

」と
は

、上
記

の
よ

うに
実

証
す

る
よ

うに
、ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
が

管
理

層
に

対
して

、下
記

の
＜

資
源

＞
、⼒

量
・認

識
の

為
の

＜
教

育
＞

の
機

会
、＜

文
書

化
した

情
報

＞
、＜

権
限

＞
等

で
支

援
す

る
こと

を
意

味
す

る
。 

＜
資

源
＞

︓
要

員
、⼯

数
、資

⾦
(予

算
)、

時
間

(リ
ー

ド
タ

イ
ム

)、
イ

ン
フラ

(設
備

・器
具

・管
理

シ
ス

テ
ム

) 
＜

教
育

＞
︓

全
社

一
般

教
育

、専
門

教
育

(外
部

及
び

内
部

)、
認

識
教

育
、資

格
取

得
 等

 
＜

文
書

化
した

情
報

＞
︓

各
種

規
定

・要
領

書
、及

び
定

形
文

書
、帳

票
類

 
＜

権
限

＞
︓

業
務

分
掌

に
よ

る
権

限
委

譲
 

5.
1.

2 
顧

客
重

視
 

 
この

項
で

も
ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

リー
ダ

ー
シ

ップ
(牽

引
)及

び
コミ

ット
メ

ン
ト

(責
任

あ
る

約
束

)が
要

求
さ

れ
て

い
る

。 
尚

、こ
の

項
で

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

及
び

コミ
ット

メ
ン

ト
の

実
証

の
対

象
は

顧
客

重
視

に
関

す
る

内
容

で
あ

り、
 

a)
〜

c)
を

確
実

に
す

る
こと

に
よ

って
実

証
す

る
こと

要
求

さ
れ

て
い

る
。 

 a)
の

“･
･･

一
貫

して
そ

れ
を

満
た

す
”、

b)
の

“能
⼒

”は
、4

M
(⼈

、材
料

、設
備

、⼯
法

)が
変

化
して

も
要

求
事

項
に

適
合

した
製

品
及

び
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

で
き

る
こと

を
意

味
して

い
る

。 
b)

 6
.1

項
と関

連
して

い
る

。 
下

記
の

内
容

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

の
あ

る
リス

ク
及

び
機

会
の

決
定

、及
び

リス
ク

及
び

機
会

へ
の

取
組

み
の

計
画

策
定

・実
施

す
る

こと
。 

・製
品

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
適

合
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IS
O

90
01

:2
01

5 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
-要

求
事

項
 

要
求

事
項

へ
の

対
応

等
コメ

ン
ト 

・顧
客

満
⾜

を
向

上
さ

せ
る

“能
⼒

”(
4M

(⼈
、材

料
、設

備
、⼯

法
)が

変
化

して
も

要
求

事
項

に
適

合
した

製
品

及
び

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
で

き
る

こと
) 

 
c)

左
記

文
面

通
り。

 
5.

2 
⽅

針
 

－
 

5.
2.

1 
品

質
⽅

針
の

確
⽴

 
  

品
質

⽅
針

の
確

⽴
、実

施
、維

持
に

関
して

下
記

内
容

を
満

た
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
 a)

「社
是

」「
社

訓
」「

企
業

理
念

」等
に

記
さ

れ
て

い
る

内
容

、外
部

及
び

内
部

の
課

題
、組

織
の

事
業

戦
略

及
び

機
能

戦
略

と整
合

して
い

る
こと

。 
b)

品
質

⽅
針

の
内

容
が

品
質

目
標

の
基

に
な

る
こと

を
意

味
して

い
る

。 
一

⽅
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

」は
、“

品
質

⽅
針

及
び

品
質

目
標

の
確

⽴
の

た
め

の
、並

び
に

品
質

目
標

達
成

プ
ロ

セ
ス

確
⽴

の
た

め
の

仕
組

み
”で

あ
る

。 
従

って
、こ

の
項

は
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
」そ

の
も

の
を

与
え

る
、即

ち
確

⽴
す

る
こと

を
意

味
して

い
る

とも
⾔

え
る

。 
この

こと
が

d)
項

の
内

容
に

繋
が

る
こと

に
な

る
。 

c)
、d

)に
つ

い
て

は
、こ

の
内

容
が

品
質

⽅
針

に
記

述
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

5.
2.

2 
品

質
⽅

針
の

伝
達

 
 

品
質

⽅
針

に
つ

い
て

a)
〜

c)
の

事
項

を
満

た
す

こと
が

要
求

さ
れ

て
い

る
。 

 a)
品

質
⽅

針
は

文
書

化
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

b)
組

織
内

で
、掲

⽰
板

、従
業

員
カ

ー
ド

等
で

周
知

徹
底

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
c)

 ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

、掲
⽰

・カ
ー

ド
等

で
の

内
容

の
紹

介
等

で
、顧

客
等

利
害

関
係

者
が

⼊
⼿

で
き

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
5.

3 
組

織
の

役
割

、責
任

及
び

権
限

 
  

ト
ップ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
「業

務
分

掌
｣等

で
各

部
署

・各
階

層
の

役
割

及
び

権
限

が
明

確
化

さ
れ

て
い

る
こと

を
実

現
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

ト
ップ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
a)

〜
e)

項
に

つ
い

て
責

任
及

び
権

限
を

割
り当

て
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

品
質

管
理

責
任

者
が

担
う責

任
・権

限
とも

い
え

る
。 
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要
求

事
項

へ
の

対
応

等
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ン
ト 

a)
組

織
が

確
⽴

した
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
(品

質
⽅

針
・品

質
目

標
の

確
⽴

、及
び

品
質

目
標

達
成

プ
ロ

セ
ス

確
⽴

の
た

め
の

仕
組

み
)が

IS
O

90
01

︓
20

15
版

に
適

合
して

い
る

こと
を

実
現

さ
せ

る
こと

。 
b)

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

(4
.4

.1
項

参
照

)が
、意

図
した

ア
ウ

ト
プ

ット
を

⽣
み

出
す

こと
を

実
現

さ
せ

る
こと

。 
「プ

ロ
セ

ス
の

意
図

した
ア

ウ
ト

プ
ット

」は
「プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

ま
とめ

表
」の

“監
視

･測
定

指
標

”欄
に

記
述

さ
れ

て
い

る
内

容
。 

例
え

ば
、内

部
監

査
プ

ロ
セ

ス
で

あ
れ

ば
下

記
の

通
り。

 
・指

摘
事

項
対

応
率

 
・指

摘
対

応
納

期
 

・内
部

監
査

プ
ロ

セ
ス

に
対

す
る

改
善

提
案

 
c)

「品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
パ

フォ
ー

マ
ン

ス
」は

、製
品

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ン

ス
及

び
プ

ロ
セ

ス
の

パ
フ

ォー
マ

ン
ス

の
両

⽅
を

⽰
して

い
る

。 
この

2
種

類
の

パ
フォ

ー
マ

ン
ス

及
び

、改
善

(1
0.

1
章

で
説

明
す

る
)の

機
会

に
つ

い
て

、品
質

会
議

、経
営

会
議

、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュー

等
の

内
部

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

の
場

で
、ト

ップ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

報
告

す
る

こと
。 

d)
組

織
全

体
に

亘
って

顧
客

重
視

の
(考

え
⽅

の
)促

進
を

実
現

さ
せ

る
こと

。 
e)

「品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
変

更
」の

具
体

的
な

事
例

は
、組

織
再

編
、新

製
品

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
導

⼊
、業

務
効

率
化

の
た

め
の

新
た

な
⼿

順
の

導
⼊

、内
部

監
査

等
の

指
摘

事
項

に
対

す
る

規
定

類
の

改
定

等
で

あ
る

。 
「完

全
に

整
って

い
る

状
態

(i
nt

eg
ri

ty
)」

とは
、“

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
一

部
が

変
更

さ
れ

て
も

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

全
体

に
影

響
が

無
い

状
態

す
る

こと
”を

意
味

す
る

。 
この

“品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
完

全
に

整
った

状
態

に
す

る
”こ

とを
実

現
さ

せ
る

こと
。 
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＜資料３＞
年 月 日

一般財団法人 日本自動車研究所 認証センター

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 様

品質マネジメントシステム サーベイランス及び移行審査における
トップインタビュー内容（例）

貴社は 年 月 日に認証登録されて、今回第○回の更新審査後の 回目のサーベイランス審査と
なりました。また、今回は 年版移行審査でもあります。
サーベイランス及び移行審査に先立ち、○○社長に規格で求められている経営者の責任の項を中心にインタビュー
させて頂きます。

それぞれに関連するもの、或いは重複した質問になるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

詳細につきましては、この後の審査でお聞きいたしますので、貴社の品質マネジメントシステムに対するお考えや取組
みの概要についてお聞かせ下さい。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

Ｑ１ 貴社の品質マネジメントシステムの有効性について具体的に説明して下さい。
有効性については具体事例、品質パフォーマンス等で説明して下さい
＜品質パフォーマンス＞
・顧客満足度
・流出不良件数
・流出不良率
・工程内不良件数
・工程内不良率
・工程内不良修正費
・その他の品質パフォーマンスの指標

品質パフォーマンスで意図した成果を出せたのは何が良かったのでしょうか？
特にシステム 仕組み 、プロセス 業務の内容、やり方 で何が良かったのでしょうか？
良かった仕組み・業務のやり方をどのように決めごととして織込むようにしておられますか？
また、良かった仕組み・業務のやり方の次年度計画への反映はどのようになさっておられますか？

逆に品質パフォーマンスが意図した成果を出せなかった場合、その原因は何で、どのような処置が取られてい
るのでしょうか？

またその仕組み上の対応をどのように決めごとに織込んでいますか？
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またその仕組み上の対応をどのように決めごとに織込んでいますか？

 

 

また次年度計画にどのように反映されていますか？

Ｑ２ 組織の目的 存在意義、存在理由 とは具体的に何ですか？

また、品質マネジメントシステムの意図した成果を達成する貴社の能力とは具体的に何ですか？

Ｑ３ 組織の戦略的な方向性 事業戦略、機能別戦略 とは具体的に何ですか？

Ｑ４ 外部及び内部の課題はどんな内容が特定されていますか？

それは、組織の目的、また品質マネジメントシステムの意図した成果を達成する貴社の能力に影響を与える
ものですか？

Ｑ５ 利害関係者とは具体的にはどのように特定されていますか？

その利害関係者のニーズ及び期待とは具体的に何ですか？

Ｑ６ 品質方針は今回見直されたと思いますが、品質方針に込めた想い、考え方をお聞かせ下さい。

Ｑ７ 品質方針・品質目的は、内部及び外部の課題、利害関係者のニーズ及び期待、並びに組織の戦略的な
方向性とどのように整合 両立 させていますか？

すなわち上記の内容 内部及び外部の課題、利害関係者のニーズ及び期待、及び組織の戦略的な方向
性 を踏まえて品質方針のポイントとは何でしょうか？

Ｑ８ 貴社の事業計画の中に、品質マネジメントシステムがどのように組み込まれていますか？

Ｑ９ プロセスアプローチ及びリスクに基づく考え方の利用をどのように促進しておられますか？

Ｑ１０ 品質マネジメントシステムの意図した成果を達成するのに、この１年間どのような経営資源を投入していま
すか？
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Ｑ１１ 品質マネジメントシステムへの適合の必要性の伝達をどのように実施していますか？

Ｑ１２ 品質パフォーマンスの向上、及び品質目標の達成について、成果が挙げられるようにどのようになさっておら
れますか？

Ｑ１３ 品質マネジメントシステムの有効性に寄与するようにどのように従業員等を参画させ、その従業員等を指揮、
支援なさっておられますか？

Ｑ１４ 品質マネジメントシステムの継続的改善についてどのように促しておられますか？

Ｑ１５ 品質マネジメントシステムに関わる管理職がリーダーシップを実証できるようにどのようにその役割を支援して
いますか？

Ｑ１６ 話は少し変わりますが、内部監査には、社長からどういう指示 または注文 を出されましたか？

この指示への対応含め、内部監査の有効性についてどのようなお考えをお持ちでしょうか？

Ｑ１７ 次に経営トップによるマネジメントレビューに関することですが、最近ではいつ行われましたか？

Ｑ１８ マネジメントレビューの結果、品質マネジメントシステムの適切性、妥当性、有効性についてはどのように結
論づけられましたか？

どのようなご指示を出されましたか？

指示 言及事項のフォローアップはどのようになさっておられますか？

Ｑ１９ 貴社の強みといいますか、品質マネジメントシステムの強みはどんなことが挙げられるでしょうか？

貴社にとっての弱み、即ち品質マネジメントシステムについての課題は何でしょうか？

Ｑ２０ 最後の質問になります。
今回の審査で特にこういう点を審査して欲しいというご要望がありましたらお聞かせ下さい。
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貴重なお話を頂きまして誠にありがとうございます。

これをもちまして、経営トップインタビューを終わらさせて頂きます。
経営トップの品質マネジメントシステムの定着・発展に向けての熱心な姿勢・対応を確認することが出来ました。
お話頂いた内容の具体的な取組み状況については、これからの審査で確認させて頂きます。

また、各部門の審査の時に、先ほどお伺いしました社長のお考えについて、各部門・部署長様に対して、各部門・部
署の経営トップとしてどのように考えてマネジメントを実施されているのかをお伺いいたします。

長い間のご対応、誠にありがとうございました。

審査結果については、 月 日 金 からのクロージングミーティングで社長に報告させて頂きます。

ご出席をよろしくお願いいたします。
以上
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マ
ネ
ジ
メ
ン
トレ

ビュ
ー
記
録
の
事
例

【マ
ネ
ジ
メ
ン
トレ

ビュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ット
】

イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

前
回
まで

の
マネ

ジ
メン
トレ

ビュ
ー

の
結
果
とっ
た
処
置
の
状
況

①
工
程
内
不
良
目
標
未
達
で
あ
る
た
め
、

再
度
目
標
に
チ
ャレ
ンジ

す
る
こと
。

→
今
年
度
再
度
目
標
に
チ
ャレ
ンジ

す
るべ

く、
工
程
品
質
チ
ェッ
クや

ポ
カヨ
ケ
再
点

検
活
動
を実

施
して

きた
が
、結

果
とし
て

目
標
未
達
とな

った
。

な
お
、新

規
製
品
の
立
上
げ
管
理
で
の

工
程
内
不
良
低
減
目
標
は
達
成
した

。
②
流
出
不
良
の
目
標
を達

成
した

。
発
生
して

い
る
流
出
不
良
の
原
因
は
、目

視
検
査
が
確
実
に
実
施
され

て
い
な
い
た

め
で
あ
る
か
ら、
検
査
に
従
事
す
る
要
員

の
力
量
向
上
を図

る
。

さら
に
、目

視
検
査
員
認
定
制
度
の
導

入
も
図
る
。

→
製
造
課
並
び
に
検
査
課
で
、継

続
的
に

目
視
検
査
の
「検

出
力
チ
ェッ
ク」
を実

施
した

。
即
ち
、サ

イク
ル
タイ
ム
内
で
確
実
に
検
査

が
出
来
る
取
組
み
を実

施
した

。
しか

し、
目
視
検
査
員
認
定
制
度
の
導

入
まで

に
は
至
らな

か
った
。

・工
程
品
質
チ
ェッ
ク頻

度
を月

回
か

ら
週
に

回
に
増
や
した

い
。

・ポ
カヨ
ケ
は
問
題
な
か
った
の
で
、定

期
的
な
点
検
に
戻
した

い
。

・今
年
度
は
、目

視
検
査
員
認
定
制
度

の
導
入
及
び
定
着
を図

りた
い
。

・既
存
製
品
の
工
程
内
不
良
低
減
の
た
め

の
方
策
の
見
直
し、
新
た
な
方
策
の
追
加

実
施
を行

うこ
と。

・新
規
製
品
の
量
産
立
上
げ
後
の
安
定
生

産
時
の
工
程
内
不
良
の
状
況
を引

き続
き監

視
す
るこ

と。

・検
出
力
に
つ
い
て
は
、人

の
要
因
だ
け
で

な
く、
時
間
帯

朝
・昼

・夕
・夜

勤
時

等
、作

業
環
境
照
度
、温

度
等
の
違

い
に
よ
る傾

向
も
把
握
す
る
こと
。

＜
資
料
４
＞
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。
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タイ
ム
内
で
確
実
に
検
査

が
出
来
る
取
組
み
を実

施
した

。
しか

し、
目
視
検
査
員
認
定
制
度
の
導

入
まで

に
は
至
らな

か
った
。

・工
程
品
質
チ
ェッ
ク頻

度
を月

回
か

ら
週
に

回
に
増
や
した

い
。

・ポ
カヨ
ケ
は
問
題
な
か
った
の
で
、定

期
的
な
点
検
に
戻
した

い
。

・今
年
度
は
、目

視
検
査
員
認
定
制
度

の
導
入
及
び
定
着
を図

りた
い
。

・既
存
製
品
の
工
程
内
不
良
低
減
の
た
め

の
方
策
の
見
直
し、
新
た
な
方
策
の
追
加

実
施
を行

うこ
と。

・新
規
製
品
の
量
産
立
上
げ
後
の
安
定
生

産
時
の
工
程
内
不
良
の
状
況
を引

き続
き監

視
す
るこ

と。

・検
出
力
に
つ
い
て
は
、人

の
要
因
だ
け
で

な
く、
時
間
帯

朝
・昼

・夕
・夜

勤
時

等
、作

業
環
境
照
度
、温

度
等
の
違

い
に
よ
る傾

向
も
把
握
す
る
こと
。

＜
資
料
４
＞

 

 

 
 

イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
に
関

連
す
る
外
部
及
び
内
部
の
課
題

の
変
化

外
部
の
課
題

項
目
、内

部
の
課
題

項
目
を特

定
した

が
、い

ず
れ
も過

去
か
らの

継
続
的
課
題
で
あ
り、
特
に
変
化
は
な
い
。

外
部
及
び
内
部
の
課
題
に
考
慮
した

リ
ス
ク及

び
機
械
の
変
更
は
不
要
と判

断
す
る
。

の
審
査
で
、外

部
及
び
内
部

の
課
題
の
特
定
に
つ
い
て
の
、改

善
の
コメ

ント
が
出
て
い
る
。

再
度
外
部
及
び
内
部
の
課
題
の
特
定
方

法
含
め
、外

部
及
び
内
部
の
課
題
を見

直
す
こと
。

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

①
顧
客
満
足
度
：

社
：

「品
質
」に
つ
い
て
、前

年
度
と同

ラン
クの

ラン
クで

あ
った
が
、要

求
レベ

ル
に
つ
い
て
は
未
達
。

か
らの

助
言
もあ

り、
何
を

改
善
す
れ
ば

ラン
クア

ップ
す
るの

か
を

社
に
聞
き込

ん
だ
。

しか
し、

社
の
窓
口
が
購
買
担
当

で
、詳

細
の
未
達
要
因
は
分
か
らな

い
との

こと
で
あ
った
。

社
：

前
年
度
と同

ラン
ク。

社
：

「品
質
」「
コス

ト」
とも
前
年
度
より
１

ラン
クア

ップ
。

今
後
は

社
の
技
術
部
門
へ
の
聞
き込

み
を実

施
した

い
。

社
は
最
大
手
の
顧
客
で
も
あ
り、

ラン
ク

へ
の
未
達
の
要
因
の
早
期
把
握
並
び
に
対

応
を実

施
す
る
こと
。
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イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

②
密
接
に
関
連
す
る
利
害
関
係
者
か
らの

フ
ィー
ドバ

ック
上
記
大
手

社
か
らは

特
に
クレ
ー
ム
は

な
い
。

但
し、
その

他
の

社
に
対
して

製
品
の

表
面
処
理
に
つ
い
て
客
先
か
ら品

質
情

報
が
出
て
お
り、

社
か
ら当

社
に
表
面

処
理
に
つ
い
て
の
管
理
改
善
の
要
求
あ

り。 現
在
状
況
把
握
を実

施
中
。

現
状
把
握
か
ら表

面
処
理
に
関
す
る不

具
合
内
容
を明

確
に
し、
その

不
具
合

内
容
に
つ
い
て
の
修
正
処
置
、是

正
処

置
に
向
け
た
アク
シ
ョン
を取

りた
い
。

表
面
処
理
の
品
質
情
報
に
つ
い
て
、自

責
当
社
の
責
任
な
の
か
他
責
な
の
か
を厳

密
に
見
極
め
る
こと
。

自
責
の
場
合
は

に
則
って
、発

生
原

因
・流

出
原
因
をの

両
面
で
、設

備
条

件
、作

業
内
容
等
の
仕
組
み
・プ
ロセ

ス
の

問
題
点
を把

握
して

対
応
す
る
こと
。

③
品
質
目
標
の
満
た
され

て
い
る
程
度

社
へ
の
流
出
不
良
は
目
標
１
０
件
に

対
して

実
績

件
で
、目

標
達
成
した

。
工
程
内
不
良
は
目
標

に
対
して

実
績

で
未
達
。

方
策
の
見
直
しが

必
要
。

新
製
品
の
立
上
げ
並
び
に
立
上
げ
後
の

工
程
内
不
良
は
目
標
を達

成
して

い
る
。

流
出
不
良
に
つ
い
て
は
、更

に
件
数
を

削
減
して

次
年
度
目
標
を達

成
す
る
た

め
、工

程
内
不
良
に
つ
い
て
は
次
年
度

目
標
達
成
の
た
め
、さ
らな

る
対
策
を積

み
上
げ
実
施
した

い
。

・既
存
製
品
の
工
程
内
不
良
低
減
の
た
め

の
方
策
の
見
直
し、
新
た
な
方
策
の
追
加

実
施
を行

うこ
と。

・新
規
製
品
量
産
立
上
げ
後
の
安
定
生

産
時
の
工
程
内
不
良
の
状
況
を引

き続
き監

視
す
るこ

と。
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イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

②
密
接
に
関
連
す
る
利
害
関
係
者
か
らの

フ
ィー
ドバ

ック
上
記
大
手

社
か
らは

特
に
クレ
ー
ム
は

な
い
。

但
し、
その

他
の

社
に
対
して

製
品
の

表
面
処
理
に
つ
い
て
客
先
か
ら品

質
情

報
が
出
て
お
り、

社
か
ら当

社
に
表
面

処
理
に
つ
い
て
の
管
理
改
善
の
要
求
あ

り。 現
在
状
況
把
握
を実

施
中
。

現
状
把
握
か
ら表

面
処
理
に
関
す
る不

具
合
内
容
を明

確
に
し、
その

不
具
合

内
容
に
つ
い
て
の
修
正
処
置
、是

正
処

置
に
向
け
た
アク
シ
ョン
を取

りた
い
。

表
面
処
理
の
品
質
情
報
に
つ
い
て
、自

責
当
社
の
責
任
な
の
か
他
責
な
の
か
を厳

密
に
見
極
め
る
こと
。

自
責
の
場
合
は

に
則
って
、発

生
原

因
・流

出
原
因
をの

両
面
で
、設

備
条

件
、作

業
内
容
等
の
仕
組
み
・プ
ロセ

ス
の

問
題
点
を把

握
して

対
応
す
る
こと
。

③
品
質
目
標
の
満
た
され

て
い
る
程
度

社
へ
の
流
出
不
良
は
目
標
１
０
件
に

対
して

実
績

件
で
、目

標
達
成
した

。
工
程
内
不
良
は
目
標

に
対
して

実
績

で
未
達
。

方
策
の
見
直
しが

必
要
。

新
製
品
の
立
上
げ
並
び
に
立
上
げ
後
の

工
程
内
不
良
は
目
標
を達

成
して

い
る
。

流
出
不
良
に
つ
い
て
は
、更

に
件
数
を

削
減
して

次
年
度
目
標
を達

成
す
る
た

め
、工

程
内
不
良
に
つ
い
て
は
次
年
度

目
標
達
成
の
た
め
、さ
らな

る
対
策
を積

み
上
げ
実
施
した

い
。

・既
存
製
品
の
工
程
内
不
良
低
減
の
た
め

の
方
策
の
見
直
し、
新
た
な
方
策
の
追
加

実
施
を行

うこ
と。

・新
規
製
品
量
産
立
上
げ
後
の
安
定
生

産
時
の
工
程
内
不
良
の
状
況
を引

き続
き監

視
す
るこ

と。

 

 
 

イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

④
プ
ロセ

ス
の
パ
フォ
ー
マン

ス
、並

び
に
製
品

及
び
サ
ー
ビス

の
適
合

＜
プロ

セ
ス
の
パ
フォ
ー
マン

ス
＞

生
産
準
備
プロ

セ
ス
に
お
い
て
、生

産
技

術
部
門
の
下
記
の
準
備
遅
れ
が
発
生
。

・工
程

・工
程

の
危
険
度
評
点
を低

下
させ

る
た
め
の
対
応

・工
程
能
力
評
価

・
工
程
表

＜
製
品
及
び
サ
ー
ビス

の
適
合
状
況
＞

市
場
クレ
ー
ム
費
は
減
少
した

。
自
責
で
あ
る流

出
不
良
の
減
少
に
よる

も
の
と思

わ
れ
る
。

プロ
セ
ス
仕
事
の
仕
方
、シ

ス
テ
ム
仕

組
み
、決

め
ご
と
上
の
問
題
点
を明

確
に
し、
生
産
準
備
遅
れ
を解

消
した

い
。

自
責
分
の
更
な
る低

減
、及

び
次
年
度

目
標
達
成
の
た
め
、方

策
の
更
な
る
積

み
上
げ
、実

施
を図

りた
い
。

量
産
移
行
段
階
で
、生

産
準
備
不
足
が

あ
って
は
な
らな

い
の
で
、例

え
ば
量
産
試

作
の
段
階
で
全
て
の
準
備
項
目
を完

了
さ

せ
る等

、前
倒
しの

計
画
に
変
更
す
るこ

と。

⑤
監
視
及
び
測
定
の
結
果

今
回
新
た
な
試
み
とし
て
、「
プロ

セ
ス
の

監
視
及
び
測
定
」表

で
、主

要
プロ

セ
ス

の
結
果
及
び
考
察
をイ

ンプ
ット
した

。

特
に
生
産
準
備
プロ

セ
ス
、顧

客
満
足

プロ
セ
ス
に
遅
れ
や
未
達
が
あ
る
こと
が
わ

か
った
。

上
記
に
記
した

方
策
を積

み
上
げ
て
実

施
した

い
。

考
察
に
つ
い
て
は
、結

果
に
対
す
る
問
題

点
の
抽
出
だ
け
で
な
く、
問
題
点
に
対
す
る

改
善
提
案
の
内
容
も
記
述
す
るこ

と。
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イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

⑥
監
査
結
果

＜
内
部
監
査
＞

年
版
で
の
内
部
監
査
を実

施
し

た
。

不
適
合
は

件
、改

善
推
奨
事
項
が

件
検
出
され

た
。

検
出
され

た
改
善
推
奨
事
項
は
、概

ね
年
版
規
格
の
ポ
イン

トに
沿
った

内
容
で
あ
った
。

＜
顧
客
監
査
＞

社
：
計

回
受
監
した

。
社
：
計

回
受
監
した

。
社
：

回
受
監
した

。
詳
細
は
添
付
別
紙
参
照
。

＜
認
証
機
関
に
よる

監
査

の
審
査

＞
不
適
合

件
、観

察
事
項

件

年
版
の
内
部
監
査
は
、規

格
の

理
解
度
を含

め
、特

に
問
題
な
い
と思

わ
れ
る
。

各
指
摘
事
項
に
対
す
る修

正
処
置
、

是
正
処
置
を速

や
か
に
実
施
す
る
。

す
で
に
処
置
を実

施
して

い
る
項
目
も

あ
り

の
審
査
で
内
部
監
査
に
関
す

る
観
察
事
項
が
検
出
され

て
お
り、
内
部

監
査
で
不
適
合
指
摘
され

て
も
よい

案
件

も
あ
った
。

内
部
監
査
で
の
指
摘
事
項
の
検
出
力
向

上
の
た
め
に
、

年
版
規
格
の
理
解

の
促
進
、内

部
監
査
員
の
力
量
向
上
、並

び
に
内
部
監
査
の
仕
組
み
の
改
善
を図

る
こと
。

各
社
の
顧
客
監
査
で
の
指
摘
事
項
の
傾

向
をま

とめ
、早

期
に
対
応
す
るこ

と。
ま

た
、対

応
内
容
を

の
仕
組
み
に
織

込
む
こと
。
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イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

⑥
監
査
結
果

＜
内
部
監
査
＞

年
版
で
の
内
部
監
査
を実

施
し

た
。

不
適
合
は

件
、改

善
推
奨
事
項
が

件
検
出
され

た
。

検
出
され

た
改
善
推
奨
事
項
は
、概

ね
年
版
規
格
の
ポ
イン

トに
沿
った

内
容
で
あ
った
。

＜
顧
客
監
査
＞

社
：
計

回
受
監
した

。
社
：
計

回
受
監
した

。
社
：

回
受
監
した

。
詳
細
は
添
付
別
紙
参
照
。

＜
認
証
機
関
に
よる

監
査

の
審
査
＞

不
適
合

件
、観

察
事
項

件

年
版
の
内
部
監
査
は
、規

格
の

理
解
度
を含

め
、特

に
問
題
な
い
と思

わ
れ
る
。

各
指
摘
事
項
に
対
す
る修

正
処
置
、

是
正
処
置
を速

や
か
に
実
施
す
る
。

す
で
に
処
置
を実

施
して

い
る
項
目
も

あ
り

の
審
査
で
内
部
監
査
に
関
す

る
観
察
事
項
が
検
出
され

て
お
り、
内
部

監
査
で
不
適
合
指
摘
され

て
も
よい

案
件

も
あ
った
。

内
部
監
査
で
の
指
摘
事
項
の
検
出
力
向

上
の
た
め
に
、

年
版
規
格
の
理
解

の
促
進
、内

部
監
査
員
の
力
量
向
上
、並

び
に
内
部
監
査
の
仕
組
み
の
改
善
を図

る
こと
。

各
社
の
顧
客
監
査
で
の
指
摘
事
項
の
傾

向
をま

とめ
、早

期
に
対
応
す
るこ

と。
ま

た
、対

応
内
容
を

の
仕
組
み
に
織

込
む
こと
。

 

 
 

イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
パ

フォ
ー
マ
ンス

及
び
有
効
性
に
関
す

る
情
報

⑦
外
部
提
供
者
の
パ
フォ
ー
マン

ス
＜
仕
入
先
監
査
＞

前
年
度
品
質
ワー

ス
ト

社
社
、

社
に
つ
い
て
実
施
した

。

＜
仕
入
先
の
変
化
＞

社
が
経
営
不
振
に
より
撤
退
。

現
仕
入
先

社
社
、

社
へ
の
生

産
移
管
を
計
画
通
りに
実
施
中
。

定
期
監
査
並
び
に
毎
月
の
工
程
指
導

に
よる

品
質
向
上
に
対
す
る
具
体
的
な

活
動
の
効
果
が
現
れ
始
め
て
い
る
と思

わ
れ
る
。

生
産
移
管
完
了
後
に
、品

質
管
理
課

に
よる

製
品
評
価
を実

施
予
定
。

左
記

社
の
特
別
管
理
の
解
除
の
条
件

を予
め
決
め
て
お
くこ
と。

また
、そ
の
条
件
を

に
あ
る
規
定
に

織
込
む
こと
。

購
買
プロ

セ
ス
に
則
って
、新

規
仕
入
先
と

同
様
の
購
買
先
評
価
を実

施
す
る
こと
。

資
源
の
妥
当
性

新
規
製
品
の
生
産
準
備
とし
て
適
切
な
設

備
の
導
入
が
実
施
され

た
の
で
設
備
面
で
の

資
源
に
つ
い
て
の
問
題
は
な
い
。

但
し、
作
業
内
容
遵
守
の
観
点
で
の
監

督
者
層
の
力
量
向
上
が
必
要
で
あ
り、

監
督
者
層
研
修
を実

施
中
。

に
則
って
、監

督
者
層
の
力
量
向
上

計
画
の
策
定
、教

育
・訓

練
を実

施
す
るこ

と。
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イ
ン
プ
ット
項
目

イ
ン
プ
ット
内
容

改
善
提
案
等
の
コメ

ン
ト

社
長
コメ

ン
ト
指
示
事
項

リス
ク及

び
機
会
へ
の
取
組
み
の

有
効
性

＜
リス
クに

取
組
む
た
め
に
取
った
処
置
＞

・流
出
不
良
の
増
加

流
出
不
良
防
止
の
た
め
の
ポ
カヨ
ケ
機
能

再
点
検

・工
程
内
不
良
の
増
加

工
程
品
質
チ
ェッ
ク

ポ
カヨ
ケ
再
点
検

→
流
出
不
良
は
低
減
され

目
標
を達

成
し

た
。

工
程
内
不
良
は
低
減
した

もの
の
目
標

は
未
達
とな

った
。

＜
機
会
に
取
組
む
た
め
に
取
った
処
置
＞

・市
場
クレ

ー
ム
費
減
少

自
責
・他

責
の
明
確
化

流
出
クレ
ー
ム
の
削
減

流
出
不
良
防
止
の
リス
ク対

応
は
有
効

で
あ
る
と判

断
す
る
。

工
程
内
不
良
の
増
加
の
リス
ク対

応
に

つ
い
て
は
、工

程
内
不
良
件
数
は
目
標

未
達
だ
った
が
、不

良
件
数
その

も
の
は

減
少
して

い
る
の
で
有
効
で
あ
った
と判

断
す
る
。

市
場
クレ
ー
ム
費
が
、全

体
とし
て
低
減

され
た
こと
、特

に
自
責
分
が
低
減
され

た
こと
、又

流
出
クレ

ー
ム
が
低
減
され

た
こと
か
ら機

会
へ
の
取
り組

み
は
有
効
で

あ
る
と判

断
す
る
。

次
年
度
計
画
に
向
け
て
、工

程
内
不
良

目
標
達
成
の
た
め
の
方
策
の
見
直
し、
追

加
が
必
要
。

改
善
の
機
会

・生
産
準
備
プロ

セ
ス
の
見
直
し

量
産
開
始
前
に
全
て
の
問
題
点
の
解
決
を

図
る
た
め
の
節
目
管
理
の
改
善
とし
て
、部

門
毎
の
毎
日
の
ミー
テ
ィン
グ
を実

施
し、

日
程
管
理
、内

部
コミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
等

充
実
を図

る
な
ど節

目
管
理
の
仕
組
み
の

変
更
を図

った
。

しか
し、

で
記
述
した

通
り、
生
技

部
門
の
生
産
準
備
遅
れ
が
発
生
して

お
り、
更
な
る
プロ

セ
ス
、シ

ス
テ
ム
、資

源
工
数
等
投
入
等
の
問
題
点
の
把

握
、対

応
が
必
要
。

生
産
準
備
プロ

セ
ス
の
見
直
し・
改
善
を図

った
が
、残

念
な
が
ら今

年
度
の
新
規
製

品
で
の
生
産
準
備
不
足
が
発
生
して

い
る
。

更
な
る
節
目
管
理
の
仕
組
み
の
改
善
を図

る
こと
。
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イ
ン
プ
ット
項
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イ
ン
プ
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善
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＜
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＞
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検
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検
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＜
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＞
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あ
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す
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取
り組

み
は
有
効
で

あ
る
と判

断
す
る
。

次
年
度
計
画
に
向
け
て
、工

程
内
不
良

目
標
達
成
の
た
め
の
方
策
の
見
直
し、
追
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図
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管
理
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の
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日
の
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テ
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し、

日
程
管
理
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ケ
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等

充
実
を図

る
な
ど節

目
管
理
の
仕
組
み
の

変
更
を図

った
。

しか
し、

で
記
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した

通
り、
生
技

部
門
の
生
産
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備
遅
れ
が
発
生
して

お
り、
更
な
る
プロ

セ
ス
、シ

ス
テ
ム
、資
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工
数
等
投
入
等
の
問
題
点
の
把

握
、対

応
が
必
要
。

生
産
準
備
プロ

セ
ス
の
見
直
し・
改
善
を図

った
が
、残

念
な
が
ら今

年
度
の
新
規
製

品
で
の
生
産
準
備
不
足
が
発
生
して
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る
。

更
な
る
節
目
管
理
の
仕
組
み
の
改
善
を図

る
こと
。

 

 
 

【マ
ネ
ジ
メ
ン
トレ

ビュ
ー
か
ら
の
ア
ウ
トプ

ット
】

ア
ウ
トプ

ット
項
目

ア
ウ
トプ

ット
内
容

社
長
指
示
事
項

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
が
引
き続

き、
適
切
、

妥
当
か
つ
有
効
で
あ
る
こと
に
関
す
る結

論
＜
適
切
性
＞

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
は
、当

社
の
事
業
シ
ス
テム

の
一
環
とし
て
運
用
され

て
お
り、
問
題
な
い
。

＜
妥
当
性
＞
：

の
要
求
事
項
を満

た
して

い
る
。

但
し、
リス
ク及

び
機
会
と、
外
部
及
び
内
部
の
課
題
、利

害
関
係
者
の
要
求
事
項
（
ニー

ズ
及
び
機
会
）
との
関
連

が
ま
だ
不
明
確
。

＜
有
効
性
＞

品
質
目
標
達
成
計
画
の
方
策
は
多
少
の
遅
れ
は
あ
るが

、確
実
に
実
行
され

て
い
る
。

流
出
不
良
は
目
標
を達

成
して

い
る
が
、工

程
内
不
良
の
目
標
は
未
達
で
あ
る
。

従
って
、次

年
度
計
画
に
向
け
て
、工

程
内
不
良
目
標
達
成
の
た
め
の
方
策
の
見
直
し、
追
加
が
必
要
。

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
が
当
社
の
戦
略
的
方

向
性
と一

致
して

い
る
こと
に
関
す
る
結
論

当
社
の
事
業
戦
略
で
あ
る
成
形
製
品
の
生
産
に
向
け
て
シ
ス
テ
ム
、プ
ロセ

ス
が
確
立
され

て
お
り、
戦
略
的
方
向
性
と一

致
して

い
る
と判

断
す
る
。

改
善
の
機
会

顧
客
満
足
度
の
現
状

★
か
ら

★
に
向
上
させ

る
た
め
に
必
要
な
項
目
を営

業
課
が
聞
き込

ん
で
い
るが

、顧
客
の
窓

口
が
購
買
部
門
で
あ
り、
技
術
的
な
要
素
等
詳
細
な
情
報
が
得
られ

て
い
な
い
。

顧
客
要
求
事
項
の
詳
細
に
詳
しい

専
門
部
署
生
産
技
術
課
、品

質
保
証
課
等
が
同
行
し、
顧
客
の
技
術
部
門
又

は
品
証
部
門
を訪

れ
て
、主

体
的
に
要
求
事
項
に
対
応
で
き
る仕

組
み
に
改
善
す
る
こと
。

また
本
対
応
内
容
を報

告
す
る
こと
。

品
質
マネ

ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
の
あ
らゆ

る
変
更
の
可

能
性

昨
年
度
は
新
製
品
立
上
げ
後
の
クレ

ー
ム
は
発
生
しな

か
った
が
、今

年
度
は
発
生
して

い
る
。

新
規
製
品
生
産
準
備
で
の

で
検
出
され

た
課
題
の
対
応
の
チ
ェッ
クを

行
うこ
と。

並
び
に
「毎

日
ミー
テ
ィン
グ
」の
ゲ
ー
ト管

理
で
の
生
産
準
備
の
進
捗
確
認
並
び
に
前
日
の
課
題
の
明
確
化
と対

応
を漏

れ
な
く実

施
す
るこ

と。
資
源
の
必
要
性

成
形
製
品
の
本
格
的
生
産
に
向
け
て
、次

年
度
、組

織
変
更
並
び
それ

に
対
応
す
る
要
員
の
増
員
・配

置
転
換
を実

施
す
る
。
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品質内部監査報告書
承認 作成
社長 監査

責任者
 
実施時期 20YY 年 MM 月 DD 日

～MM 月 DD 日
監
査
対
象

・品質管理責任者
・総務課・営業課・購買課
・設計開発課・生産技術課・製造課
・品質保証課・生産管理課・保全課

監査範囲 ・規格の 4.1～10.3 項
・品質マニュアル、各規定類
・現場

監
査
員

リーダー：〇〇〇〇
メンバー：△△△△

 ：◇◇◇◇

監査目的 【監査目的】
・品質マネジメントシステムに関する下記の情報が提供されているか

1)品質マネジメントシステムに関する、規格、当社の規定に適合している
2)品質マネジメントシステムが有効に実施、維持されている

【重点監査項目】
・品質目標及び実施計画の実施状況の確認
・ISO9001:2015 年版規格に各部署が対応できているか
・教育訓練の実施状況の確認
【社長指示事項】
・ISO9001:2015 年版規格の理解を進める監査を実施すること
・外部及び内部の課題が明確にされ、これらを考慮したリスク及び機会への取組みが各
部門の業務計画として反映され、監視・測定・分析・評価が実施されているかを確認
すること

結果 【監査目的に対する結果】
1)規格の一部への不適合が検出されたが、当社の品質マネジメントシステムが、全体

的には規格、当社の規定には適合していることが確認できた。(確認できるだけの情
報が提供されていることが確認できた。)

2)一部規定類等の改善を要する内容はあるが、当社の品質マネジメントシステムの構
築、運用が実施されていることが確認できた。(確認できるだけの情報が提供されてい
ることが確認できた。)

【重点監査項目に対する結果】
＜品質目標及び実施計画の実施状況の確認＞
・全体的にはほぼ順調に推移していた。
・しかし、目標未達が発生した場合の是正処置対応の遅れが散見された。
予め挽回方策の準備が必要。

＜ISO9001:2015 年版規格に各部署が対応できているか＞
・品質マニュアル、規定類、要領書類で、2015 年版規格に基づくシステム及びプロセス
が組まれていた。

・しかし、記録帳票類で、2015 年版規格に対応した改定が遅れているものが散見され
た。

＜教育訓練の実施状況の確認＞
・2015 年版規格に対応した教育・訓練はほぼ予定通り実施されているが、まだ 2015
年版規格の理解が進んでおらず、教育・訓練の改善及び継続が必要である。

＜資料5＞ 
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＜資料5＞ 

 

  
 

【社長指示事項に対する結果】
＜ISO9001:2015 年版規格の理解を進める監査を実施すること＞
・規格の多くの項目にわたって指摘事項が提示されていることから、規格の理解は昨年
の移行審査前の内部監査の時より進んでいると思われる。
＜外部及び内部の課題が明確にされ、これらを考慮したリスク及び機会への取組みが
各部門の業務計画として反映され、監視・測定・分析・評価が実施されているかを確
認すること＞
・外部及び内部の課題は明確にされていたが、これらがリスク及び機会とどのように考慮
されているか明確でないものが散見された。
・リスク及び機会への取組みの監視・測定・分析・評価は、各部署内会議、品質会議
等で実施されていることは確認できた。
しかし、その有効性の評価のまとめがない。また評価を基にした今後の改善提案が見ら
れなかった。

【指摘件数】
不適合指摘 1件
改善推奨事項 34件
・2015年版規格の理解が進んで、前回内部監査よりも指摘件数は大幅に増加した。
・指摘事項への対応は一応完了しているが、システム上の欠陥まで追究できていない事
例があり、その結果是正処置が修正処置になっている事例が散見された。
・是正処置の有効性のレビューが単なる再発防止の有無の確認で終わっていて、指摘
された内容の特定が適切なのかの見直し、真因の内容・是正処置内容の見直しが実
施がなされていなかった。

まとめ ・全体的には、目標達成計画はほぼ順調に推移しており、規格の理解も前回監査時
より進んでいる。
・品質目標未達発生時の速やかな是正処置の実施が必要。
・規格の理解の向上のための、教育・訓練の改善・継続が必要。
・外部及び内部の課題と、リスク及び機会との関連の明確化が必要。
・リスク及び機会への取組みの有効性をきっちり把握して、説明できることが必要。
・是正処置の有効性のレビューをきっちり図ることが必要。

今回の監査の反省と
課題

・内部監査員は 3名体制であったが、今後増員が必要。
但し、単に増員すればよいのではなく、内部監査員としての力量を満たすような訓練計
画も必要。
・外部及び内部の課題と、リスク及び機会との関連を明確に表せるようなイメージや形式
の模索が必要。
・ISO 事務局から与えられた、監査確認項目が記述された定型フォームの監査チェック
シートに、監査員が監査目的の内容等を追記するようにしている。
しかし今後は、監査員自らが内部監査目的に沿った監査チェックシートを作成できるよ
うにする仕組みの改善が必要。(手間はかかるが、内部監査員の力量向上につなが
る。)
・現在は力量の高いベテランの内部監査員が監査を実施しているが、次回からは新人
監査員が入るので、ベテランと新人の組合せによる、OJT 並びに力量評価を兼ねた監
査のスタイルを提案したい。
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社長コメント 監査責任者コメント
・内部監査は全体的には良好なレベルで実施されたと
思われる。
・但し、2015 年版規格の理解の今後の一層の向上
がまだまだ必要と考える。
・内部監査員の早期育成を図って欲しい。
・リスク及び機会の特定の明確化、及びその取組みの
向上を図り、会社全体及び部門の品質パフォーマン
スの繋げるように図っていく必要がある。
・目標未達発生時の速やかな是正処置の実施をお願
いしたい。

・監査目的に沿って監査を実行でき、指摘事項も多く
検出されたことから、監査そのものは十分に実施できた
と思われる。
・ただし、今回の 3 名の監査員でようやく全てを監査でき
たぎりぎりの状態なので、今後監査員の増員が必要。
・リスク及び機会への取組みの有効性をきっちり説明でき
ることが必要。
・指摘事項に対する、システム(仕組み)上欠陥までの追
究と、後戻りしないための適切な”是正処置の有効性
のレビュー”の徹底が必要である。
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年度 品質内部監査プログラム

内部監査の目的・監査範囲・監査基準・重点監査事項

監査目的 当社の品質マネジメントシステムが、 に適合し、意図した成果
が達成されていることを確認する。
品質マネジメントシステムの運用状況、計画した目標の達成状況を確認する。

監査範囲 品質管理責任者、全部署及び 事務局
監査基準

品質マニュアル及び関連文書（関連規定、要領、標準書を含む
品質関連法令、利害関係者からの要求事項

重点監査事項 前年度
・組織の外部及び内部の課題の適切性
・品質マネジメントシステムプロセスの確立・運用の適切性・有効性
・特定されたリスク及び機会、品質側面の妥当性

本年度
規格の条項で構築･運用が要求されているプロセスの維持及び有効性の確認
・リスク及び機会の特定プロセス及びリスク及び機会への取組みプロセス
組織の状況、適用範囲との関連の適切性

・品質目標達成計画プロセス
・運用の計画及び管理 製品実現 のプロセス

次年度
・品質マネジメントシステムプロセスの関係者への周知と認識向上
・特定されたリスク及び機会、品質側面の変化
・品質マネジメントシステム、プロセス及びパフォーマンスの有効性の評価

＜資料 ＞ 
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内部監査プログラム

ステップ 項目 実施予定月 実施日

監査の
準備

年度品質目標設定 ●
プロセス監視指標設定
見直し

●

内部監査責任者任命 ●
社長指示事項明確化 ●
重点監査項目決定 ●
内部監査員選定及び
チーム編成

●

内部監査対象決定 ●
監査員訓練計画立案
及び実施

●

監査の
実施

内部監査計画書作成 ●
監査チェックシート作成 ●
監査チーム打ち合わせ ●
監査チーム～被監査
部署間打合せ
内部監査実施 ●
指摘事項フォロー ●
監査員力量評価実施 ●

監査の
レビュー

内部監査そのものの
レビュー 反省会 及び
課題抽出

●

内部監査結果レビュー ●
内部監査結果の報告
内部監査そのものの
課題も含む

●

監査の
改善

マネジメントレビューへの
下記内容インプット
・内部監査結果
・内部監査プロセスの
改善提案

・内部監査プログラムの
改善提案

●

次年度
監査計
画策定

次年度内部監査プログ
ラム策定

●
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年度 品質内部監査実施計画書

内部監査の目的
当社の品質マネジメントシステムが、 に適合し、意図した成果が達成されていることを確認
する。
品質マネジメントシステムの運用状況、品質パフォーマンス及び品質マネジメントシステムのパフォーマンスの達
成状況を確認する。

内部監査基準及び内部監査範囲
基準： 、品質マニュアル及び関連文書、品質関連法令、

利害関係者の要求事項
範囲：品質管理責任者、全部署及び 事務局

内部監査の方法
① の 章～ 章についての適合性を文書・記録、運用状況 現場含む で確認する。
②下記の重点監査事項については、全部署で確認する。
・リスク及び機会、品質側面特定プロセスの適切性
・順守義務の特定と順守評価
・要員の力量管理並びに、力量向上計画及び進捗状況

内部監査チームと被監査部署
被監査部署 品質管理責任者

及び
事務局

総務部 製造部 技術部 品質
保証部 購買部 営業部

監査日 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ □ ○ □ ○ ☆
リーダー ◎◎ ◎◎ ● ● ● ●
メンバー △△ △△ ● ● ●
メンバー □□ □□ ● ● ●
メンバー ◇◇ ◇◇ ● ● ●
メンバー ○○ ○○ ● ● ● ●

内部監査スケジュール
品質管理責任者及び 事務局 部署共通

～ オープニングミーティング ～ オープニングミーティング
～ 事務局関連の文書・記録の確認 ～ 部署の文書・記録の確認
～ 事務局全体監査 必要に応じて

現場監査も実施
～ 現場監査

～ 法令順守状況 ～ 法令順守状況確認
～ クロージングミーティング ～ クロージングミーティング

クロージングミーティング終了直後に内部監査チームで内部監査の反省会 内部監査そのもの、内部監査の仕
組みについての振返り を実施する。

指摘事項への対応
・内部監査での指摘事項 不適合及び観察 に対して、監査から 週間以内に是正処置を実施し、「不適合是
正状況報告書」をリーダー監査員に提出する。
・不適合指摘事項の内容等により必要に応じて是正処置のフォローアップ監査を実施する。

内部監査結果の報告
・全部署の是正完了後に、リーダー監査員より内部監査結果を各部署に報告する。 月予定
・ 月のマネジメントレビューにおいて、内部監査責任者より社長へ内部監査結果を報告する。 月予定
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